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昭和56年（1981年）から平成12年（2000年）までの建築確認取得住宅の

木造住宅耐震診断についての留意事項
令和4年（2022年）9月8日

港支部耐震特別委員会　　津田　記

・ 港支部の耐震特別委員会木造部会の留意事項を基に下記の事項を改定します。

改定無しの項目は前記述に準拠します。

（　改訂に至る経緯　）

・ 昭和56年（1981年）に新耐震基準が施工されましたが、木造構造計算には大きな耐震基準の

変更は無かった。

・ 平成7年（1995年）阪神淡路大震災で木造の新耐震後の建物の多くが崩壊し､木造耐震の

見直しが行われ、平成12年（2000年）6月1日に新耐震基準「2000年基準」施工された。

（　改訂項目　）

3 必要耐力の軟弱地盤に於ける割り増し

割増し1.2採用の地域を決めていましたがこの項目を削除します。

港区には軟弱地盤の指定地域はないが日比谷、溜池、西新橋、古川池、旧古川、芝浦

港南地域は、揺れやすい地域と成っています。

診断者の判断で軟弱地盤と想定した場合は、理由を記載して割り増し1.2を採用して下さい。

6 現地調査に於ける壁筋交いの確認（昭和56年（1981年）から平成12年（2000年）までの建物）

筋交い確認が困難な場合

１） 各階のX・Ｙ方向外壁又は内壁に､最小4面の筋交いがあるものとする。

註）：各階1/4範囲の外壁側にX・Ｙ方向共2カ所ずつ、計4カ所

　　　即ち、１階筋交いＸ方向4カ所、Ｙ方向4カ所で、合計8カ所

2階も同様です。

2） 上記筋交いの部材は30ｍｍ×90ｍｍの大きさで、端部金物無しで1.90KN/ｍとする。

7 現地調査に於ける壁端柱の柱頭・柱脚接合部の確認

設計図に標記が無く、確認出来ない場合は、接合方法をほぞ差し・釘打ち､かすがい等と想定し

「接合部Ⅳ」とする。

構面の両端が通し柱の場合は「接合部Ⅲ」とする。

8 設計図書が有り、図面に筋交い位置が表示されていて、現地で目視、打音等の調査しても存在

確認が困難な場合は、設計図書を採用するか、留意事項に従って筋交いを配置するかは

診断者の判断に任せます。

筋交いの断面、端部金物の有無も診断者判断として下さい。

その判断根拠を所見に記載して下さい。
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9 現地調査について

筋交いの明記されている図書でも、存在確認をして下さい。

打診の確認、床下、天井上での目視調査で存在確認して判断して下さい。

10 軟弱地盤について

留意事項の地盤の項に追加記載をしました。

旧基準から20004年基準まで同じ判断です。
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昭和56年（1981年）から平成12年（2000年）までの建築確認取得住宅の

「屋根裏物置」の有る木造住宅耐震診断計算書作成について

令和4年（2022年）11月１8日

港支部耐震特別委員会　　津田　記

1 1981年（昭和56年6月1日）から２０００年（平成12年6月1日）までの耐震診断対象の建物は

2階建てで小屋裏収納またはロフトが有る建物が多数有ります。

2 一定の条件を満たす場合には、「階」としてではなく「小屋裏物置」とみなされ、床面積には

含まれません。

3 診断対象建物の多くは

４号建物については、構造計算は確認申請審査対象から除かれます。

4 この間の建築建物屋根仕様は「カラーベスト」「金属製屋根」「スレート屋根」など「軽い屋根」材が使用

されています。。

5 木造耐震診断対象建物で「ロフト」「小屋裏収納」が有り、軽い屋根材使用の場合は「重い屋根」として

診断を行います。

6 耐震診断計算書の診断所見に下記の事項を記載して下さい。

・ 本建物「○○邸」は「屋根裏収納またはロフト」が有るため本来は「軽い屋根」ですが「重い屋根」と

みなして計算しています。

・ 1981年（昭和56年6月）に新耐震基準が施行されましたが､当時木造の構造計算には大きな変更は

なく柱頭､柱脚および筋交いの金物にも明確の指針が示されませんでした。

その後平成７年の阪神淡路大震災で昭和56年以降の建物の多くは被災し、見直されたのが平成12年の

新耐震基準「2000年基準」です。

そのため本建物でも耐力不足の場合は最新の技術や仕様に基づく補強が必要になります。
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